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今回発表の

事業所や

サービスの

紹介

私たちは、東京都社会福祉協議会の高齢者施設福祉部会、生活相談員研修会が

主催する「平成 24年度生活相談員スキルアップ研修会」に参加している生活相
談員 8 名のグループです。生活相談員として必要な幅広い知識や調整力を養う
ために研修に取り組み、その中で「ソーシャルワーク」に焦点を当て研究を行

っています。

《１．研究前の状況と課題》

各施設では独自のアセスメントシートをもと

に本人からの聞き取りや情報収集を行い、利用者

のニーズを把握し各サービスを提供している。し

かし、言葉を話せない方や、話が出来ても自分の

言いたい事や気持ちを伝えられない方は、自分を

表現することが難しく、職員もその方たちの人物

像を捉えることが困難である。今ある情報から

ADL を根拠とし、個別にサービスを工夫してい
るが、個々の習慣や好みが反映しづらく、そこに

その人の色が見えてこない。生活相談員はソーシ

ャルワークを行う過程で、本人からの聞き取り等

により、利用者の人物像を把握し、課題や思いを

表面化させる。しかし、自分を表現することが難

しい方はそれが困難である。生 活相談員として

どのような方法でその方の歴史や習慣、嗜好など

を把握し人物像を捉えるのか、またどのように各

職種にそれを代弁・発信していくのか。その結果、

職員の意識とサービスがどう変化するのかを研

究する。

《２．研究の目標と期待する成果・目的》

自分を表現することが難しい利用者に対

して有効なアセスメントシートを作成し、そ

の方の歴史・習慣・嗜好の情報を集め、知り

得た「人物像」を生活相談員から各職種に発

信する。その結果、利用者の機能的な部分に

着目するのではなく、「○○さんの生活（ニ

ーズ・ウォンツ・デマンド）」という見方に

変わり、各職種がその方のサービスのあり方

を考え実行していくことが期待できる。

＜仮説＞

「人物像アセスメント」をもとにサービス

内容を検討すると、サービス提供時に人物像

に即した声かけ方法やコミュニケーション

内容に変化する。また、サービス内容自体が

人物像に即したものへ変化する。
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《３．具体的な取り組みの内容》

（1）各施設で使用しているアセスメント表
を持ち寄り、既存のアセスメント表では収集

することが難しい、その利用者の「人物像」

を知る為に必要であろう項目と、私たちが自

分自身を知ってもらう時にはどの様な項目

が必要かを検討し作成する。→アセスメント

表 A 
（2）利用者の「人物像」を把握しやすくす
る為に、「利用者年表」を作成する。その方

の時代を負いながら①身の回りで起こった

様々な出来事②その時の気持ち③その時代

の社会での出来事を一つのシートで確認で

きるものを作成する。→アセスメント表 B 
（3）アセスメント表 A・B を使用し、研修
参加の施設でそれぞれ利用者の情報収集を

行う。

対象者として「自分を表現することが難しい

利用者」とする。

方法として①家族・友人・関係機関からの聞

き取り

     ②記録からの抽出

     ③本人からの聞き取り

      ※言葉を話せない方は聞き取

りを行えないが、言葉を話せ

るが自分の言いたい事や気

持ちを伝えられない方に関

しては、可能な限りの聞き取

りを行ってみる。

（4）（3）でできた「人物像」を他職種間で
共有する。

方法として、ケアカンファレンスやミーティ

ングの中で生活相談員がアセスメント表を

提示し、利用者の人物像の紹介を行う。

（5）ケアカンファレンス等に参加した職員
にアセスメント表の有効性を確認する聞き

取り調査を実施する。人物像をイメージする

ことで、声かけ方法やコミュニケーション内

容に変化があったのか。また、実際に変化し

たサービス内容があったのか等を調査する。

≪４．取り組みの結果と考察≫

利用者の歴史や習慣等の情報収集を行っていく

中で、これまでは利用者の「今」の状況を中心に

見ていたことに気付かされた。既存の身体状況等

に重きを置いた情報に、新たに収集した情報を加

えることで、より利用者を「○○さん」としてみ

ることが出来るようになり、その人色の声かけ方

法やコミュニケーション内容になるよう工夫が

なされた。また入所以前の習慣を取り入れるきっ

かけにもなった。

《５．まとめ、結論》

この研究の結果、利用者の人物像を代弁・発信す

るためには、現在の ADL・身体状況・病歴に加
え、その利用者の歴史や習慣、感じてきたことを

知ることが必要不可欠であることが分かった。私

たち生活相談員が、利用者一人ひとりの生活背景

を大切にし、目を向け、発信し、他職種と共有す

ることで、利用者は今までの人生を施設でも継続

させていくことが出来る。利用者の「人物像」を

出来る限り詳細に伝えることが、利用者自身を代

弁する方法であり、生活相談員の役割であると考

える。

《６．倫理的配慮に関する事項》

倫理的配慮として、本研究発表を行うにあたり、

利用者・ご家族に本研究発表以外では使用しない

こと、それにより不利益を被ることのないことを

説明し、回答をもって同意を得たこととした。

《８．提案と発信》

私たちが行っている代弁は本人の聞き取りから

によるものが多い。では、自分を表現する事が難

しい方の代弁はどのように行っていけばよいの

だろうか。声なき声をどのように聴き、「私」と

いう存在はいかなる状況になっても「私」であり

続けたいという利用者の思いを代弁することに

ソーシャルワーカーとしての価値があると考え

る。私たちは常に利用者の様々な声を代弁し発信

し続けていきたい。

【メモ欄】


